
第二一〇回 

閣第九号 

   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する

法律案 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百

十七号）の一部を次のように改正する。 

 第二条第一項第一号及び第二号中「等の」を「その他の」に改め、同項第三号中「賃貸

住宅及び教育文化施設」を「教育文化施設、スポーツ施設、集会施設」に、「等の公益的

施設」を「その他の公益的施設及び賃貸住宅」に改め、同項第五号中「等の」を「その他

の」に改める。 

 第五条第四項中「変更」の下に「（第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更を

除く。）」を加える。 

 第十四条第一項中「選定事業」の下に「（公共施設等運営事業を除く。）」を、「実施

方針」の下に「（第五条第四項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後の

もの）」を加え、「（第十六条の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあって

は、当該公共施設等運営権に係る公共施設等運営権実施契約（第二十二条第一項に規定す

る公共施設等運営権実施契約をいう。）。次項において同じ。）」を削り、同条第二項中

「事業契約」の下に「又は公共施設等運営権実施契約」を加え、同項を同条第三項とし、

同条第一項の次に次の一項を加える。 

２ 選定事業（公共施設等運営事業に限る。）は、基本方針及び実施方針（第五条第四項

に規定する実施方針の変更又は第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更があっ

たときは、その変更後のもの）に基づき、公共施設等運営権実施契約（第二十二条第一

項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。）に従って実施さ

れるものとする。 

 第十九条の次に次の一条を加える。 

 （公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案に基づく変更） 

第十九条の二 公共施設等運営権者は、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のた

めに公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする

場合において、当該公共施設等運営権に関する実施方針（第五条第四項に規定する実施

方針の変更又は次項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの。

以下同じ。）の同条第二項第四号に掲げる公共施設等の規模又は配置に関する事項の変

更が必要であると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、当該事項の変更につい

ての提案（以下この条において「変更提案」という。）をすることができる。この場合

においては、当該変更提案に係る実施方針の変更の案、当該工事による公共施設等運営

事業についての効果の増進及び効率性の向上に関する評価の結果を示す書類その他内閣

府令で定める書類を添えなければならない。 



２ 変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、遅滞なく、当該変更提案について検討を

加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実

施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの

提供のため必要があると認めるときは、当該変更提案に係る実施方針の変更の案の内容

をその内容とする実施方針の変更をすることができる。 

３ 変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、前項の規定による実施方針の変更をする

必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした公共

施設等運営権者に通知しなければならない。 

４ 公共施設等の管理者等は、第二項の規定による実施方針の変更をしたときは、遅滞な

く、当該変更後の実施方針を公表しなければならない。 

 第五十二条第一項第六号及び第七号中「実施方針」を「特定選定事業に係る実施方針」

に、「特定事業」を「特定選定事業等」に改め、同項中第十二号を第十三号とし、第十一

号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。 

 十一 特定事業を推進するために必要な調査及び情報の提供 

 第五十二条第二項中「前項第十二号」を「前項第十三号」に改める。 

 第五十六条第二項中「令和十年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第二条第一項の改正規定及び第五十六条第二項の改正規定 公布の日 

 二 第五十二条の改正規定及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日 

 （地域再生法の一部改正） 

２ 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）の一部を次のように改正する。 

  第十七条の六十第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第二項中「第五十

二条第一項第十二号」を「第五十二条第一項第十三号」に改める。 



     理 由 

 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図

るため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等の管理者等が当該公共施設等の公共施設等

運営権者の提案により実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る事項を変更するこ

とを可能とする手続等の整備並びに株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務への民間

支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行う必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。 


